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甲斐市小中学校の新型コロナウイルス感染症対策にかかわる 

市内小中学校の分散登校と臨時休業・学級学年閉鎖の対応について（通知） 

 

 日頃より、本市教育へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大し、市内小中学校においても感染者や濃厚接触者

の報告が相次ぎ、これまで以上の対応が必要な状況となっております。 

 本市教育委員会では、感染症対策と子ども達の安心安全な学校生活の両立のため「分散登校」の

措置を行うとともに、感染者が確認された際は、次のとおりすみやかに「臨時休業・学級閉鎖・学

年閉鎖の対応」を行うこととしますので、ご承知おきください。 

 保護者の皆様におかれましては、メール等で急な連絡によるご対応をお願いすることが予想され

ますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１月２７日（木）から２月９日(水)まで分散登校を実施します。 

・ 登校する児童生徒の人数を半分程度に抑えた分散登校を実施します。グループの分け方や登校日につい 

ては各学校から連絡します。 

・ 登校する日は通常授業(給食あり)となります。 

・ 登校しない日は、自宅での学習となります。昼食は各ご家庭でご準備ください。 

・ １人１台端末を利用したオンライン学習（ライブ配信）は、小学校４年生以上で教科を限定して実施しま

すが、実施時間や教科については各校、各学年によって異なりますので学校から連絡します。 

・ 通信環境が整わないご家庭のお子さんは、学校と相談してください。 

・ 感染が不安で登校できないご家庭の皆さんは、お子さんの通う学校へ相談してください。そのような場合

は、欠席扱いとはなりません。 

・ ２月１０日（木）は通常登校を予定しております。今後の感染状況により変更がある場合は安心メール及

び学校ホームページでお知らせいたします。 

 

≪児童館の利用登録をしている保護者の皆様へ≫ 

○児童館の開設について 

 ・ 別紙「分散登校に伴う放課後児童クラブの利用希望調査について」をご確認ください。 

・ 4年生以上は原則的にご家庭での対応をお願いします。 

・ 登校した日に放課後児童クラブを利用する場合は、１７時３０分までは学校で児童を預かります。１７時

３０分以降は、児童館へ移動していますのでお迎えの際はご注意ください。 

裏面に続く 



 

○臨時休業・学級閉鎖・学年閉鎖の対応 

 
＊次の対応を行う期間 1月２４日（月）～2月１０日（木） （分散登校は 1/27～2/9） 

 

① 各校に感染者（1名でも）の報告があった際、その学級は下校させ、すみやかに学級閉鎖１～２  

日の措置を行います。校内での同じ学年の複数の学級が閉鎖措置になった場合は学年閉鎖、学年 

が複数ある場合は臨時休業の措置を行います。ただし感染者が数日前から登校していない場合な 

ど、措置について別途検討することもあります。 

 

② 感染報告があり学級閉鎖等の措置を行った場合は、保護者の皆様へ向けて、学校から措置内容や

期間をメール等で連絡するとともに体調管理などへの注意喚起を行います。 

 

 

その他 

・ 学級学年閉鎖や臨時休業中に、「のどの痛みや発熱」などの体調不良がみられた際は、できるだけ

早く医療機関を受診するとともに、学校へその旨を連絡してください。 

・ 学級学年閉鎖や学校の臨時休業時は、児童館の利用はできません。 
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